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(57)【要約】
【課題】帯状ゴム部材11の積載状態を良好とするととも
に、その積載効率を容易に向上させる。
【解決手段】送出手段18から供給された帯状ゴム部材11
を支持台19上に折り畳みながら積載する際、押潰し手段
47、48の押圧アーム39、40により最上層の帯状ゴム部材
11ａのヘアピン状に屈曲しながら膨らんでいる折返し端
部を折返し直後に下方に向かって交互に押し潰すように
したので、該帯状ゴム部材11の折返し端部はその長手方
向中央部とほぼ同一厚さとなるまで押し潰され、この結
果、帯状ゴム部材11の積載状態が整然となるとともに、
その積載効率（密度）を容易に向上させることができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材を送出手段の供給端から垂下させながら送り出す工
程と、前記送出手段の供給端と該送出手段の直下に設置された支持台とを移動手段により
相対的に横方向に往復動させることで、該支持台に供給された帯状ゴム部材を支持台にお
いて折畳みながら積載する工程とを備えた帯状ゴム部材の折畳み積載方法において、前記
帯状ゴム部材を折畳みながら積載する際、帯状ゴム部材の両側の折返し端近傍にそれぞれ
設けられた押潰し手段により、該帯状ゴム部材の折返し端部を折返し直後に下方に向かっ
て交互に押し潰すようにしたことを特徴とする帯状ゴム部材の折畳み積載方法。
【請求項２】
　　未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材を供給端から垂下させながら送り出す送出手段と、
前記送出手段の直下に設置され前記送出手段から送り出された帯状ゴム部材が供給される
支持台と、前記送出手段の供給端と支持台とを相対的に横方向に往復動させることで前記
支持台上に帯状ゴム部材を折畳みながら積載する移動手段とを備えた帯状ゴム部材の折畳
み積載装置において、前記帯状ゴム部材の両側の折返し端近傍にそれぞれ該帯状ゴム部材
の折返し端部を折返し直後に下方に向かって交互に押し潰す一対の押潰し手段を設けたこ
とを特徴とする帯状ゴム部材の折畳み積載装置。
【請求項３】
　　前記押潰し手段を静置する一方、支持台を昇降させる昇降手段を設け、支持台上にお
ける帯状ゴム部材の積載量の増加に伴い前記昇降手段により支持台を徐々に下降させるよ
うにした請求項２記載の帯状ゴム部材の折畳み積載装置。
【請求項４】
　　前記支持台上に積載された最上層の帯状ゴム部材の位置を検出する検出手段を設け、
該検出手段の検出結果に基づいて昇降手段を制御することにより、前記最上層の帯状ゴム
部材の上下方向位置を一定に保持するようにした請求項３記載の帯状ゴム部材の折畳み積
載装置。
【請求項５】
　　前述の各押潰し手段を、基端部を中心として上下方向に揺動可能な押圧アームと、該
押圧アームを揺動させる揺動源とから構成し、該押圧アームを下方にほぼ水平となるまで
揺動させてその先端側を最上層の帯状ゴム部材の折返し端部に押し付けることにより、該
折返し端部を押し潰すようにした請求項３記載の帯状ゴム部材の折畳み積載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　この発明は、未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材を折畳みながら支持台上に次々と積載
する折畳み積載方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来の帯状ゴム部材の折畳み積載方法および装置としては、例えば以下の特許文献１
に記載されているようなものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－１６０９８号公報
【０００４】
　このものは、未加硫ゴムからなる連続したシート状部材を、下端に位置する供給端から
垂下させながら送り出す揺動フレームと、揺動フレームの直下に設置され、前記揺動フレ
ームから送り出されたシート状部材が供給されるパレットと、揺動フレームを上端を中心
に揺動させて供給端を横方向に往復動させることにより、前記パレット上においてシート
状部材を折畳みながら積載する綾振り手段とを備えたものである。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　しかしながら、このような従来の折畳み積載方法・装置にあっては、シート状部材が
ある程度の曲げ剛性を有しているため、パレット上に積載されたシート状部材の両側の折
返し端部はヘアピン状に屈曲しながら膨らんでおり、この結果、前記膨らんだ折返し端部
同士が干渉して積載されたシート状部材の積載状態が乱雑となり、搬送時等にシート状部
材の山が崩れることがあるという課題があった。しかも、前述の膨らんだ折返し端部は上
下に重なり合っているため、シート状部材の山が嵩高となり、この結果、シート状部材の
積載効率、即ち、単位高さ当たりのシート状部材の折返し回数が低下してしまうという課
題もあった。
【０００６】
　この発明は、帯状ゴム部材の積載状態を良好とするとともに、その積載効率を容易に向
上させることができる帯状ゴム部材の折畳み積載方法および装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　このような目的は、第１に、未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材を送出手段の供給端か
ら垂下させながら送り出す工程と、前記送出手段の供給端と該送出手段の直下に設置され
た支持台とを移動手段により相対的に横方向に往復動させることで、該支持台に供給され
た帯状ゴム部材を支持台において折畳みながら積載する工程とを備えた帯状ゴム部材の折
畳み積載方法において、前記帯状ゴム部材を折畳みながら積載する際、帯状ゴム部材の両
側の折返し端近傍にそれぞれ設けられた押潰し手段により、該帯状ゴム部材の折返し端部
を折返し直後に下方に向かって交互に押し潰すようにした帯状ゴム部材の折畳み積載方法
により、達成することができる。
【０００８】
　　第２に、未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材を供給端から垂下させながら送り出す送出
手段と、前記送出手段の直下に設置され前記送出手段から送り出された帯状ゴム部材が供
給される支持台と、前記送出手段の供給端と支持台とを相対的に横方向に往復動させるこ
とで前記支持台上に帯状ゴム部材を折畳みながら積載する移動手段とを備えた帯状ゴム部
材の折畳み積載装置において、前記帯状ゴム部材の両側の折返し端近傍にそれぞれ該帯状
ゴム部材の折返し端部を折返し直後に下方に向かって交互に押し潰す一対の押潰し手段を
設けた帯状ゴム部材の折畳み積載装置により、達成することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明においては、送出手段から支持台に供給された帯状ゴム部材を支持台上におい
て折畳みながら積載する際、帯状ゴム部材のヘアピン状に屈曲しながら膨らんでいる折返
し端部を押潰し手段により折返し直後に下方に向かって交互に押し潰すようにしたので、
該帯状ゴム部材の折返し端部はその長手方向中央部とほぼ同一厚さとなるまで押し潰され
、この結果、帯状ゴム部材の積載状態が整然となるとともに、その積載効率（密度）を容
易に向上させることができる。
【００１０】
　また、請求項３に記載のように構成すれば、前記押潰し手段と最上層の帯状ゴム部材と
の上下方向の位置関係がほぼ一定となり、この結果、押潰し手段による帯状ゴム部材の押
し潰しが確実となる。さらに、請求項４に記載のように構成すれば、帯状ゴム部材の肉厚
、ゴム弾性率が変化するような場合でも、押潰し手段と最上層の帯状ゴム部材との間の上
下方向距離を高精度で一定とすることができ、この結果、押潰し手段による帯状ゴム部材
の押し潰しがさらに確実となる。また、請求項５に記載のように構成すれば、簡単な構成
でありながら帯状ゴム部材の折返し端部を確実に押し潰すことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】この発明の実施形態１を示す概略正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　　以下、この発明の実施形態１を図面に基づいて説明する。
　　図１において、11は、例えば、バンバリーミキサーから取り出されローラ等により帯
状に成形された未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材であり、この帯状ゴム部材11は前後方向
に延びる搬送コンベア12により下方から支持されながら前方に向かって一定速度で搬送さ
れ、その前端（下流端）から下方に落下する。前記搬送コンベア12の前端の直下にはほぼ
上下方向に延びる中空の揺動フレーム13が配置され、この揺動フレーム13の上端部は後述
する垂直フレーム34、35に両端が固定された水平フレーム16に揺動軸14を介して揺動可能
に支持されている。前記揺動フレーム13の下端には供給端としての一対の水平なローラ15
が設けられ、これらのローラ15は前後方向に離れて配置されている。
【００１３】
　そして、搬送コンベア12の前端から落下した帯状ゴム部材11は前記揺動フレーム13内を
通過した後、ローラ15から下方に向かって垂下する。前述した搬送コンベア12、揺動フレ
ーム13、ローラ15は全体として、未加硫ゴムからなる帯状ゴム部材11を供給端としてのロ
ーラ15から垂下させながら送り出す送出手段18を構成する。19は前記送出手段18の供給端
であるローラ15の直下に設置され上面が水平な平坦面であるパレット等の支持台であり、
この支持台19には前記送出手段18から送り出された帯状ゴム部材11が供給される。20は後
述する垂直フレーム35の上端部に取り付けられたサブフレームであり、このサブフレーム
20には円板状の回転プレート21が回転可能に支持されている。この回転プレート21の半径
方向外端部には伝達リンク22の後端が回動可能に連結され、この伝達リンク22の前端は前
記揺動軸14より下方の揺動フレーム13に回動可能に連結されている。
【００１４】
　25は前記サブフレーム20に取り付けられた駆動モータであり、この駆動モータ25の出力
軸に固定されたプーリ26と前記回転プレート21に同軸関係を保って固定されたプーリ27と
の間にはタイミングベルト28が掛け渡されている。この結果、前記駆動モータ25が作動す
ると、揺動フレーム13は揺動軸14を中心として前後方向に等角度だけ揺動する。この結果
、送出手段18の供給端であるローラ15は支持台19に対し横方向（前後方向）に一定距離だ
け往復動し、これにより、前記ローラ15から垂下している帯状ゴム部材11は支持台19上に
おいて一定の折畳み幅毎に反対側に折れ曲がることで、つづら折り状に折り畳まれながら
多段に積載され、帯状ゴム部材11の山を形成する。なお、このとき、前記帯状ゴム部材11
はある程度の曲げ剛性を有しているため、帯状ゴム部材11の両側の折返し端部はヘアピン
状に屈曲しながら膨らむ。
【００１５】
　前述した回転プレート21、伝達リンク22、駆動モータ25、プーリ26、27、タイミングベ
ルト28は全体として、送出手段18の供給端であるローラ15と支持台19とを相対的に横方向
に往復動させることで、前記帯状ゴム部材11を支持台19上において折畳みながら積載する
移動手段31を構成する。なお、この発明においては、送出手段の供給端を直線的に前後方
向に往復動させることで、あるいは、送出手段の供給端の前後方向位置を不動とする一方
、支持台を移動手段により前後方向に移動させることで、送出手段の供給端と支持台とを
相対的に横方向に移動させるようにしてもよい。なお、このとき、移動手段としてはシリ
ンダ、ねじ機構、ラック・ピニオン機構等を用いることができる。
【００１６】
　34、35は前記支持台19より前方および後方の床面32上にそれぞれ設置された上下方向に
延びる垂直フレームであり、これらの垂直フレーム34、35の上部には前後方向に延びる一
対の横ビーム36の両端が固定されている。37、38は前記横ビーム36の前端部および後端部
に回転可能に支持され帯状ゴム部材11の幅方向に延びる水平な回転軸であり、これらの回
転軸37、38には押圧アーム39、40の基端部が固定され、この結果、前記押圧アーム39、40
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はそれぞれ基端部（回転軸37、38）を中心として上下方向に揺動可能となる。41、42は前
記回転軸37、38にそれぞれ固定された回転プレートであり、これらの回転プレート41、42
の半径方向外端部には横ビーム36にヘッド側が連結された揺動源としてのシリンダ43、44
のピストンロッド45、46の先端が回動可能に連結されている。この結果、前記押圧アーム
39、40はシリンダ43、44が作動することで、上方に揺動した退避位置Ａと、ほぼ水平とな
った押付け位置Ｂとの間を揺動することができる。
【００１７】
　そして、前記シリンダ43、44が作動しピストンロッド45、46が引っ込むことで、押圧ア
ーム39、40が退避位置Ａから押付け位置Ｂまで下方に揺動すると、これら押圧アーム39、
40の先端側は支持台19上に積載された最上層の帯状ゴム部材11ａのヘアピン状に屈曲しな
がら膨らんだ折返し端部に押付けられ、該膨らんだ折返し端部をほぼ密着するよう押し潰
す。前述した押圧アーム39、40、揺動源としてのシリンダ43、44は全体として、帯状ゴム
部材11の両側の折返し端近傍にそれぞれ設けられ、該帯状ゴム部材11の折返し端部を折返
し直後に下方に向かって交互に押し潰す静置された一対の押潰し手段47、48を構成する。
【００１８】
　このように送出手段18から支持台19に供給された帯状ゴム部材11を支持台19上に折畳み
ながら積載する際、押潰し手段47、48により最上層の帯状ゴム部材11ａのヘアピン状に屈
曲しながら膨らんでいる折返し端部を折返し直後に下方に向かって交互に押し潰すように
したので、該帯状ゴム部材11の折返し端部は該折返し端部間に位置する長手方向（前後方
向）中央部とほぼ同一厚さとなるまで押し潰され、この結果、帯状ゴム部材11の積載状態
が整然となるとともに、その積載効率（密度）を容易に向上させることができる。ここで
、前述のように押潰し手段47、48を押圧アーム39、40、揺動源（シリンダ43、44）から構
成するようにすれば、簡単な構成でありながら帯状ゴム部材11の折返し端部を確実に押し
潰すことができる。
【００１９】
　前記支持台19の直下の床面32上には前記支持台19を下方から支持しながら昇降させる昇
降手段50が設置され、この昇降手段50は前記支持台19が載置される水平な昇降台51を有す
る。52は上端が昇降台51の後端部にピン53を介して回動可能に連結され、上下方向に対し
て傾斜している一対の第１リンクであり、これらの第１リンク52の下端に回転可能に支持
されたローラ54は、床面32に固定された固定台55の前部上面に転がり接触している。なお
、56は前記ローラ54の転動をガイドするガイドプレートである。
【００２０】
　60は下端が固定台55の後端部にピン61を介して回動可能に連結され、前記第１リンク52
と逆方向に傾斜している一対の第２リンクであり、これらの第２リンク60の上端に回転可
能に支持されたローラ62は前記昇降台51の前部下面に転がり接触している。なお、63は前
記ローラ62の転動をガイドするガイドプレートである。また、これら第１、第２リンク52
、60の長手方向中央部同士は連結軸65により回動可能に連結されている。66は第１リンク
52の下端部にヘッド側端が連結され、該第１リンク52にほぼ沿って延びる昇降シリンダで
あり、この昇降シリンダ66のピストンロッド68の先端は第２リンク60に連結軸65より若干
上方の位置において連結されている。この結果、前記昇降シリンダ66が作動してピストン
ロッド68が突出したり引っ込んだりすると、第１、第２リンク52、60は同期して逆方向に
揺動し、昇降台51および支持台19が一体的に昇降する。前述した昇降台51、第１、第２リ
ンク52、60、ローラ54、62、固定台55、昇降シリンダ66は全体として、支持台19を昇降さ
せる前記昇降手段50を構成する。
【００２１】
　このように押潰し手段47、48を静置する（上下方向位置を不動とする）一方、支持台19
を昇降させる昇降手段50を設けるようにすれば、支持台19上における帯状ゴム部材11の積
載量の増加に伴い該昇降手段50によって支持台19を徐々に下降させることができる。これ
により、前記押潰し手段47、48、詳しくは押付け位置Ｂにおける押圧アーム39、40と最上
層の帯状ゴム部材11ａとの上下方向の位置関係がほぼ一定となり、この結果、押潰し手段
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47、48による帯状ゴム部材11の折返し端部の押し潰しが確実となる。なお、この発明にお
いては、昇降手段を、昇降台と、該昇降台を直接昇降させる流体シリンダ、ラック・ピニ
オン機構、ねじ機構等から構成してもよい。また、この発明においては、支持台を静置す
る（上下方向位置を不動とする）一方、押潰し手段を帯状ゴム部材の積載量の増加に伴っ
て上昇させるようにしてもよい。
【００２２】
　71は前記横ビーム36に固定された検出センサであり、この検出センサ71は例えば、レー
ザー式距離センサ、超音波式距離センサ、容量型近接スイッチ等から構成され、該検出セ
ンサ71から最上層の帯状ゴム部材11ａまでの距離を連続または断続的に測定し、その測定
結果を制御部72に出力する。このとき、前記制御部72は検出センサ71からの測定結果に基
づいて演算を行い、前記最上層の帯状ゴム部材11ａの上下方向位置を検出する。その後、
前記制御部72は前記検出結果を基に昇降手段50、ここでは昇降シリンダ66のピストンロッ
ド68の突出量を制御し、前記最上層の帯状ゴム部材11ａの上下方向位置を一定に保持する
。
【００２３】
　前述した検出センサ71、制御部72は全体として、支持台19上の積載された最上層の帯状
ゴム部材11ａの上下方向位置を検出する検出手段73を構成する。そして、このような検出
手段73を設ければ、帯状ゴム部材11の種類の変更に伴って該帯状ゴム部材11の肉厚、ゴム
弾性率等が変化するような場合でも、押潰し手段47、48、詳しくは押付け位置Ｂにおける
押圧アーム39、40と最上層の帯状ゴム部材11ａとの間の上下方向距離、換言すれば、最上
層の帯状ゴム部材11ａの上下方向位置を高精度で一定とすることができ、この結果、押潰
し手段47、48による帯状ゴム部材11の折返し端部における押し潰しがさらに確実となる。
なお、この発明においては、検出手段として、送出手段から送出された帯状ゴム部材に転
がり接触するローラおよび該ローラの回転量を測定するエンコーダと、該エンコーダから
の測定信号に基づいて演算を行い、最上層の帯状ゴム部材の上下方向位置を検出する制御
部とから構成するようにしてもよく、あるいは、帯状ゴム部材の山を正面から撮像する撮
像管と、該撮像管からの映像を基に最上層の帯状ゴム部材の上下方向位置を検出する制御
部とから構成してもよい。
【００２４】
　　次に、前記実施形態１の作用について説明する。
　　今、搬送コンベア12によって前方に搬送されている帯状ゴム部材11が該搬送コンベア
12の下流端（前端）から落下しながら揺動フレーム13内を通過した後、該揺動フレーム13
の下端に位置するローラ15から垂下した状態で送り出され支持台19上に供給されていると
する。このとき、揺動フレーム13は揺動軸14を中心として移動手段31により前後に同一角
度だけ揺動しているため、ローラ15は円弧を描きながら支持台19に対し横方向（前後方向
）に一定距離だけ往復動し、この結果、帯状ゴム部材11は該支持台19上において一定の折
畳み幅で逆方向に折り返されることで、折り畳まれながら次々に積載される。このとき、
前記帯状ゴム部材11はある程度の曲げ剛性を有しているため、帯状ゴム部材11の両側の折
返し端部にはヘアピン状に屈曲した膨らみが発生する。
【００２５】
　ここで、最上層に位置する帯状ゴム部材11ａの折返し端部の膨らみは、該最上層の帯状
ゴム部材11ａが積載された直後に対応する押潰し手段47、48によって次々に押し潰される
。例えば、前側の折返し端部に生じた膨らみは、帯状ゴム部材11が後方に向かって折り返
され、最上層の帯状ゴム部材11ａが積層された直後に、押潰し手段47を構成するシリンダ
43が作動し、押圧アーム39が回転軸37を中心として退避位置Ａから押付け位置Ｂまで揺動
することで、該押圧アーム39の先端側により下方に押し付けられ、ほぼ密着した状態に押
し潰される。その後、押圧アーム39はシリンダ43の作動により揺動し、退避位置Ａに復帰
する。
【００２６】
　次に、帯状ゴム部材11が後側において折り返され、最上層の帯状ゴム部材11ａの後側折



(7) JP 2012-144347 A 2012.8.2

10

20

返し端部に膨らみが生じると、押潰し手段48が前述と同様に折返し直後に作動し、該最上
層の帯状ゴム部材11ａの後側折返し端部における膨らみを押し潰す。このようにして支持
台19上に帯状ゴム部材11が１層だけさらに積載されると、最上層の帯状ゴム部材11ａの上
下方向位置が変化（上昇）するが、このとき、検出手段73が最上層の帯状ゴム部材11ａの
位置を検出し、その検出結果を基に昇降手段50を制御し（ここでは、昇降台51を帯状ゴム
部材11の肉厚分だけ下降させ）、前記最上層の帯状ゴム部材11ａの上下方向位置を一定に
保持する。このような作動が帯状ゴム部材11が１層だけさらに積載される毎に繰り返し行
われ、これにより、帯状ゴム部材11の折返し端部はその長手方向中央部とほぼ同一厚さと
なるまで押し潰されるとともに、その押し潰しが確実となる。この結果、帯状ゴム部材11
の積載状態が整然となり、その積載効率（密度）を容易に向上させることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　この発明は、帯状ゴム部材を折畳みながら支持台上に次々と積載する産業分野に適用で
きる。
【符号の説明】
【００２８】
　　11…帯状ゴム部材　　　　　 15…供給端
　　18…送出手段　　　　　　　 19…支持台
　　31…移動手段　　　　　　　 39、40…押圧アーム
　　43、44…揺動源　　　　　　 47、48…押潰し手段
　　50…昇降手段　　　　　　　 73…検出手段

【図１】
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